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北本駅東西自由通路及び北本駅西口ビル等

日常清掃業務委託
清掃業務

公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.04.01 5,394,696円 R05.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

総務課

北本駅西口ビル及び昇降機管理業務委託 管理業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.04.01 8,618,622円 R05.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

総務課

公用車・職員パーキングクラブ駐車場草刈業

務
除去業務

公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.05.06 54,109 円 R04.05.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

総務課

公用車・職員パーキングクラブ駐車場草刈業

務
除去業務

公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.07.01 50,127 円 R04.07.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

総務課

普通財産地草刈業務 除去業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.05.06 113,359 円 R04.05.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

総務課

普通財産地草刈業務 除去業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.07.01 128,537 円 R04.07.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

総務課

普通財産地草刈業務 除去業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.09.28 156,064 円 R04.10.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

総務課

放置自転車整理業務委託 自転車整理業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.04.01 1,267,879円 R05.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

くらし安全課

ねぷた倉庫用地及び東光寺（石戸蒲ザク

ラ）前市有地除草業務
除草業務

公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.05.31 254,476円 R4.6.1～R4.10.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

産業観光課

北本市農業ふれあいセンター除草業務委託 除草業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.04.12 13,989円 R4.4.12～R4.5.12

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

産業観光課
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北本市農業ふれあいセンター除草業務委託 除草業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.05.27 13,989円 R4.5.27～R4.7.13

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

産業観光課

北本市農業ふれあいセンター除草業務委託 除草業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.07.27 13,989円 R4.7.27～R4.9.21

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

産業観光課

北本市農業ふれあいセンター除草業務委託 除草業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.09.12 13,989円 R4.9.12～R4.10.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

産業観光課

北本市農業ふれあいセンター除草業務委託 除草業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.12.01 12,789円 R4.12.1～R5.1.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

産業観光課

芝刈り・低木剪定委託 芝刈・低木剪定業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.05.19 33,382円 R04.05.19

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

児童発達支援センター

芝刈り・低木剪定委託 芝刈・低木剪定業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.08.23 50,085円 R04.08.23

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

児童発達支援センター

芝刈り・低木剪定委託 芝刈・低木剪定業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.11.25 22,389円 R04.11.25

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

児童発達支援センター

中丸1丁目緑地除草業務委託 除草
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.05.24 68,452円 R04.06.10

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

都市計画政策課

中丸1丁目緑地除草業務委託その２ 除草
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.10.25 58,279円 R04.11.25

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

都市計画政策課

北本市屋外広告物（簡易広告物）除去作

業業務委託
除去業務

公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.04.01 219,864円 R05.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

建設課
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ＥＭ活性液購入 ＥＭ活性液購入

北本市立あすなろ学園

（社会福祉法人　埼玉県社

会福祉事業団）

R04.04.21 38,500円 R04.04.21

北本市内に本拠を置く（埼玉県社会福祉事業

団）あすなろ学園であるから（地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第３号に該当）

教育総務課

ＥＭ活性液購入 ＥＭ活性液購入

北本市立あすなろ学園

（社会福祉法人　埼玉県社

会福祉事業団）

R04.10.25 77,000円 R04.10.25

北本市内に本拠を置く（埼玉県社会福祉事業

団）あすなろ学園であるから（地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第３号に該当）

教育総務課

旧栄小学校清掃業務委託 清掃業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.04.01 1,322,210円 R05.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

学校教育課

北本市立堀の内集会所清掃業務委託 清掃業務
公益社団法人北本市シル

バー人材センター
R04.04.01 260,000円 R05.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

生涯学習課

北本市立堀の内集会所外トイレ鍵の開閉及

び清掃業務委託

外トイレ鍵の開閉及び

清掃業務

公益社団法人北本市シル

バー人材センター
R04.04.01 107,010円 R05.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

生涯学習課

蒲ザクラ駐車場除草委託業務 除去業務
公益社団法人　北本市シル

バー人材センター
R04.09.26 56,298円 R04.11.30

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー人材セン

ターであるから（地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第３号に該当）

文化財保護課
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